
輸出に意欲ある
農業者

海外
輸入商社

鹿児島県

バイヤーか
らの要望

Ｒ5かごしまの食グローバルファーマー育成支援事業

海外実需者
輸出に必要な掛かり増し経費を補助
（３分の２以内，上限100万円）

海外
バイヤー

１ 対象事業者

（１） 海外のバイヤー等実需者からの要望に対応するための経費
（２） 輸出先国の規制等に対応するための経費
（３） 海外への新たな販路開拓のための経費

２ 対象経費

３ 補助率等

３分の２以内（上限額１００万円）

イメージ

以下のいずれかの要件を満たす県内農業者（ＧＦＰに登録していること）
（１） 認定農業者，認定新規就農者
（２） 法人（農業に常時従事するもの５名以上を雇用していること）
（３） 農業者の組織する団体（規約等を有すること）

輸出に意欲ある県内農業者の生産体制構築を支援
○海外のバイヤー等実需者からの要望への対応
○輸出先国の規制等への対応

・ Ｇ-ＧＡＰ，Ａ-ＧＡＰの取得
（含む更新）

○○ＪＡ□□部会○○ＪＡ□□部会

農業生産法人農業生産法人

認定農業者・
認定新規就農者
認定農業者・

認定新規就農者

国内の
輸出商社

・有機ＪＡＳ認証の取得

輸出先国

植物検疫な
どの規制

・ 規制に対応するための
防虫ネット等資材

・植物検疫への対応（海
外検査官の渡航）

・海外商談会等への参加

等，輸出に必要な経費
【補助率 ２／３】


